
議第 ５ 号 

 

市街地循環バスの利便性向上に向けた路線、運行方法等の追加及び変更について 

 

 市街地循環バスの利便性向上に向け、以下のとおり路線、運行方法等の追加及び変更につ

いて合意を求める。 

 

（１）路線の追加  

  ①（起  点）新見市新見１０２５番地４先   （国道１８０号バイパス入口交差点） 

   （経由地）新見市下熊谷１０７番地３先   （県道３２号・市道青地２号線交差点） 

   （終  点）新見市下熊谷５９番地３先    （県道３２号・市道青地２号線交差点） 

 

  ②（起  点）新見市新見３０８番地５先    （国道１８０号市役所交差点） 

   （経由地）新見市金谷９７４番地１先    （県道８号金谷橋西詰交差点） 

   （終  点）新見市金谷６４０番地４先    （新見市社会福祉協議会駐車場） 

 

  ③（起  点）新見市石蟹７４番地１先     （国道１８０号石蟹駅前交差点） 

   （経由地）新見市正田１０７１番地１先   （市道長屋石蟹線上広瀬橋東詰交差点） 

   （終  点）新見市石蟹１７７番地４先    （新見市防災公園駐車場） 

 

（２）運行方法の追加・変更  

   現行のルートは車両１台で運行しているが、このルートを２つのルート（「外周り」「内周

り」）に分け、車両２台で運行する。 

  ア）「外周り」ルートの追加  ※現行のルートに③の路線を追加  

     【南進路線】横見～上市～向田～宗金～（高尾・西方地内）～一中前～中国新見～ 

新見駅～御茶屋橋～城山～思誠小学校前～中央病院前～中央図書館  

～市役所～サンパーク新見～石蟹～広瀬～防災公園  

     【北進路線】防災公園～広瀬～石蟹～サンパーク新見～中央図書館～市役所～ 

中央病院前～裁判所前～城山～御茶屋橋～新見駅～ＪＡ前～一中前  

～（高尾・西方地内）～宗金～向田～横見  

 

  イ）「内周り」ルートの追加 ※一部現行のルートに①及び②の路線を追加  

     【南進路線】宗金～（高尾・西方地内）～一中前～中国新見～新見駅～御茶屋橋～ 

             宮地町～運動公園口～宮地町～城山～中央病院前～市役所～社協前  

～市役所～サンパーク新見  

 

 



     【北進路線】サンパーク新見～市役所～社協前～市役所～中央病院前～裁判所前～ 

城山～宮地町～運動公園口～宮地町～御茶屋橋～新見駅～ＪＡ前～ 

一中前～（高尾・西方地内）～宗金  

 

  ウ）正田地内の市道長屋石蟹線における上広瀬橋～広瀬橋間は、フリー乗降区間と 

する。 

 

（３）運行回数・時刻の変更  

   「外周り」・「内周り」ルートの運行回数及び運行時刻については、鉄道路線や他の  

路線バスとの連絡を勘案し、決定する。 

 

（４）停留所の新設、位置変更、名称変更  

   路線の追加、運行方法の追加・変更に伴い、新見地内、下熊谷地内、金谷地内、石蟹地

内、正田地内に計１０停留所を新設し、西方地内の１停留所を位置変更・名称変更し、

新見地内の１停留所を位置変更し、高尾地内、新見地内の計２停留所を名称変更す

る。 

 

 詳細は、別紙資料２のとおり。 
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